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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成22年12月2日(2010.12.2)

【公開番号】特開2008-141174(P2008-141174A)
【公開日】平成20年6月19日(2008.6.19)
【年通号数】公開・登録公報2008-024
【出願番号】特願2007-272013(P2007-272013)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  51/50     (2006.01)
   Ｇ０９Ｆ   9/30     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/32     (2006.01)
   Ｈ０５Ｂ  33/12     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０５Ｂ  33/22    　　　Ａ
   Ｇ０９Ｆ   9/30    ３６５Ｚ
   Ｇ０９Ｆ   9/30    ３３８　
   Ｈ０５Ｂ  33/14    　　　Ａ
   Ｈ０５Ｂ  33/12    　　　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成22年10月14日(2010.10.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光色の異なる複数の有機発光素子を有し、
　各有機発光素子は、光反射性の陰極と、前記陰極に接している電子注入層および発光層
を含む有機化合物層と、光透過性の陽極と、を有し、
　前記電子注入層は、アルカリ金属、アルカリ土類金属、アルカリ金属化合物、アルカリ
土類金属化合物の少なくとも１種と、有機化合物と、を含む有機発光装置において、
　前記電子注入層の厚みは、前記発光色の異なる複数の有機発光素子で異なっており、か
つ、各有機発光素子の前記発光層から外部に出る光と前記陰極が有する反射面で反射して
外部に出る光とが強め合う膜厚であることを特徴とする有機発光装置。
【請求項２】
　各有機発光素子における前記電子注入層を除く前記有機化合物層の厚みは、前記発光色
によらず同一であることを特徴とする請求項１に記載の有機発光装置。
【請求項３】
　前記有機化合物層は、前記電子注入層以外の電荷伝導層を有し、
　前記電荷伝導層は、発光色の異なる複数の有機発光素子の間を跨いで共通に形成されて
いることを特徴とする請求項２に記載の有機発光装置。
【請求項４】
　各有機発光素子における、前記発光層中の発光位置と前記陰極が有する反射面との間の
光学距離が、各有機発光素子の前記発光層から外部に出る光と前記陰極が有する反射面で
反射して外部に出る光とが強め合う光学距離であることを特徴とする請求項１乃至請求項
３のいずれか１項に記載の有機発光装置。
【請求項５】
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　各有機発光素子における、前記発光層中の発光位置と前記陰極が有する反射面との間の
光学距離が、前記発光層から出る光のピーク波長の１／４の奇数倍であることを特徴とす
る請求項４に記載の有機発光装置。
【請求項６】
　各有機発光素子における、前記発光層中の発光位置と前記陰極が有する反射面との間の
光学距離が、前記発光層から出る光のピーク波長の３／４であることを特徴とする請求項
５に記載の有機発光装置。
【請求項７】
　前記アルカリ金属化合物は、セシウム化合物であることを特徴とする請求項１乃至請求
項６のいずれか１項に記載の有機発光装置。
【請求項８】
　前記セシウム化合物は、炭酸セシウムを加熱して得られる物質であることを特徴とする
請求項７に記載の有機発光装置。
【請求項９】
　前記複数の有機発光素子を駆動するための薄膜トランジスタを複数有することを特徴と
する請求項１乃至請求項８のいずれか１項に記載の有機発光装置。
【請求項１０】
　前記薄膜トランジスタは、ｎチャンネル型であることを特徴とする請求項９に記載の有
機発光装置。
【請求項１１】
　前記薄膜トランジスタを形成する半導体層は、アモルファスシリコンであることを特徴
とする請求項９または請求項１０に記載の有機発光装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　上記背景技術の課題を解決するための手段として、請求項１に記載した発明に係る有機
発光装置は、
　発光色の異なる複数の有機発光素子を有し、
　各有機発光素子は、光反射性の陰極と、前記陰極に接している電子注入層および発光層
を含む有機化合物層と、光透過性の陽極と、を有し、
　前記電子注入層は、アルカリ金属、アルカリ土類金属、アルカリ金属化合物、アルカリ
土類金属化合物の少なくとも１種と、有機化合物と、を含む有機発光装置において、
　前記電子注入層の厚みは、前記発光色の異なる複数の有機発光素子で異なっており、か
つ、各有機発光素子の前記発光層から外部に出る光と前記陰極が有する反射面で反射して
外部に出る光とが強め合う膜厚であることを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　なお、トップエミッション素子では、反射電極と空気界面の間の光学距離も光取り出し
効率に影響を与えることが知られている。光取り出し効率を向上させる目的で、発光色毎
に別々に成膜する発光層の膜厚を発光色毎に変えることで膜厚を調整することができる。
この場合、発光色毎に駆動電圧を大きく変えない範囲で厚みを調整することが望ましい。
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